






 

八王子都市計画地区計画の変更（八王子市決定） 

 

都市計画戸吹北地区地区計画を次のように変更する。 

名  称 戸吹北地区地区計画 

位  置 ※ 八王子市戸吹町地内 

面  積 ※ 約２３．３ｈａ 

地 区 計 画 の 目 標 本地区は、市の北部に位置し、圏央道、新滝山街道及び高尾街道の交通結節点の近郊に位置し、土地区画整理事業が行われた地

区である。 

八王子市都市計画マスタープランにおいて、北部地域は緑豊かな自然環境の保全･活用を図りつつ、広域交通の要衝という立地

条件を活かした新たな産業基盤の確立を目指すこととしており、本地区はその流通･研究業務地に位置づけられている。 

このため、土地区画整理事業による基盤整備に併せ、交通の利便性を活かした流通･研究業務等の施設の立地を図るとともに、

八王子市景観計画の「北部地域の緑との共生ゾーン内」の区域内に位置することから、周囲の環境や緑と調和した魅力ある都市環

境の形成を図ることを目標とする。 

土地利用の方

針 

広域道路交通の結節点の近郊に位置する立地条件を活かし、市街地や自然環境と調和した流通・業務施設等の立地、誘導を図

る。 

地区施設の整

備の方針 

土地区画整理事業により、地区内に計画的に整備される区画道路及び公園等の機能が損なわれないよう維持・保全を図る。 
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建築物等の整

備の方針 

流通・業務施設等の立地を誘導するとともに、周辺の市街地や自然環境との調和を図り、ゆとりとうるおいのある街並みの形成

を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の

形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 



 

名  称 幅員 延長 備考 名  称 幅員 延長 備 考 

区画道路１号※ 
６.２ 

～１５ｍ 
約４４０ｍ

既設・   

一部拡幅 
区画道路２号※ 

 ５．５

～１２ｍ 
約２７０ｍ

新設 

回転広場(R－８m) 

を含む 
道 路

歩行者専用道路 
４.５ 

～６.０ｍ 
約２７０ｍ 新設     

名  称 面  積 備考 名称 面  積 備考 

公園１号 約１，０００㎡ 新設 公園２号 約２，６００㎡ 新設 公 園

公園３号 約２，１００㎡ 新設 公園４号 約１，３００㎡ 新設 

名  称 面積 備   考 

緑地１号 約１０，４００㎡ 既存。なお、緑地については、建築物の敷地に含めることができる。 

緑地２号 約２３，３００㎡ 既存。なお、緑地については、建築物の敷地に含めることができる。  

緑地３号 約３０，９００㎡ 既存。なお、緑地については、建築物の敷地に含めることができる。 

緑地４号 約７，６００㎡ 既存。なお、緑地については、建築物の敷地に含めることができる。 
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緑地５号 約３，２００㎡ 既存。なお、緑地については、建築物の敷地に含めることができる。 



 

建築物等の用途の制限  次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

１ 工場（建築基準法施行令第 130 条の 9 に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物のうち、火薬類

の貯蔵又は処理に供する建築物を除く。） 

２ 研究所 

３ 研修所 

４ 事務所 

５ 倉庫（建築基準法施行令第 130 条の９に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物のうち、火薬類

の貯蔵又は処理に供する建築物を除く。） 

６ 体育館 

７ 前各号の建築物に附属するもの 

建築物の敷地面積の最低限度 １０，０００㎡ 

壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、5.0ｍ以上としなければならない。 

建築物等の高さの最高限度 建築物の高さの最高限度は、３０ｍとする。 
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建築物等の形態又は色彩その他

の意匠の制限 

１ 建築物等の外観の形態及び色彩は、八王子市景観計画に基づいた周囲の環境に調和したものとする。 

２ 屋上及び屋外設置物は周囲からの景観に配慮したものとする。 

３ 屋外広告物は、過大とならず周囲の環境と調和するよう色彩、大きさ及び設置場所に留意し、良好な景

観の形成、風致を損なわないものとし、原則として、建築物の屋上部には設置しないものとする。  

※知事協議事項 
「区域及び地区施設の配置については、計画図表示のとおり」 

〔理 由〕 戸吹北土地区画整理事業の公共施設整備が完了したことに併せ、合理的な土地利用を進めるとともに、秩序ある市街地の形成及び保全を図る

ため、地区計画を変更する。 
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